
　次のとおり公共施設の指定管理者を募集します。

　今回募集する施設は、令和３年４月１日から指定管理者による管理を行う予定です。

神山町養護老人ホーム寿泉園（ショートステイを含む）

神山町デイサービスセンター

神山町ふれあいゲートボール

 １　名西郡内に事業所を有する社会福祉法人のうち次の要件を満たす事業者

　ア 社会福祉法第２条に定める養護老人ホーム等を徳島県内で営んでいること

　イ 介護保険法に基づく指定事業者として指定を受けられる法人であること

 ２　その他、募集要項に定める事項

　　　令和２年８月１４日(金)から令和２年９月４日(金)

　　　　（土曜日、日曜日、祝日は除きます）

　　　午前８時３０分　から　午後５時まで

　　　令和２年９月７日(月）から令和２年９月３０日(水)

　　　　（土曜日、日曜日、祝日は除きます）

　　　午前９時から　午後５時まで

 １　公の施設の指定管理者指定申請書

 ２　その他募集要項に定める書類

 １　施設の維持管理に関すること

 ２　その他募集要項に定める事項

　指定管理者選定委員会において、申請書類を基に、申請者のプレゼンテーショ

ンを実施し、審査方法に基づいて慎重に選定します。

　〒771-3395

　徳島県名西郡神山町神領字本野間１００番地

　　　神山町健康福祉課　　　　　　電　話　088-676-1114

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　088-676-1100

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＰ　　2004

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日までの５年間

施　設　の　名　称 施　設　の　所　在　地

神山町養護老人ホーム寿泉園 神山町神領字西上角１２７番地

選定方法

お問い合わせ
募集要項配布
申請書提出先

対象施設

応 募 資 格

募集要項配布
期間及び時間

応募受付期間
及 び 時 間

提出書類

業務の範囲

指定予定期間


